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新型転換炉原型炉ふげんの廃止措置計画等の認可について 

（お知らせ） 

 

原子力機構は、新型転換炉原型炉ふげん（以下「ふげん」という。）の廃止措

置計画について、２０２１年９月３日、原子炉等規制法＊1に基づき、原子力規制

委員会に変更認可申請（１２月１７日一部補正）を行い、２０２２年２月２１日

付で原子力規制委員会より認可をいただき、本日、認可証を受領しましたのでお

知らせいたします。 

また、「ふげん」の廃止措置計画の変更認可申請に伴い、同じく２０２１年 

９月３日、原子炉等規制法＊2に基づき、原子力規制委員会に提出していた「ふげ

ん」の原子炉施設保安規定の変更認可申請（１２月１７日一部補正）についても、

２０２２年２月２１日付で原子力規制委員会より認可をいただき、本日、認可証

を受領しましたのでお知らせいたします。 

 

＊1：核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の３４第３項に 

おいて準用する同法第１２条の６第３項 

＊2：核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の２４第１項 

 

（添付資料） 

新型転換炉原型炉ふげん廃止措置計画の変更内容について 

 

以 上 

 

【本件に関する問い合わせ先】 
国立研究開発法人 
日本原子力研究開発機構 敦賀事業本部 
地域共生部 地域共生・広報課長   

阪口 友祥 
電話：0770(21)5023（直通） 



ふげんの廃止措置計画変更認可の概要について

新型転換炉原型炉ふげんは、2021年9月3日に廃止措置計画変更認可申請を行い
（12月17日一部補正※）、2022年2月21日付でセメント混練固化装置の導入につい
て認可を受けた。

添付資料

【主な変更内容】
セメント混練固化装置の仕様の追加
・本装置の位置、構造、処理能力、導入に係る設計及び工事の方法等

を追加
・技術基準への適合性確認結果について説明文を追記するとともに、

設計及び工事の方法の技術基準への適合性を具体的に記載

セメント混練固化装置

●放射性液体廃棄物を蒸発濃縮した後の廃液（濃縮
廃液）等をセメントと混ぜ、固化体を作る装置
・基 数：１基
・位 置：原子炉補助建屋内
・処理能力：ドラム缶６体／日程度

●ふげんは、濃縮廃液、廃樹脂に加え焼却灰を固形
化処理する計画であるため、既存のアスファルト
固化装置を撤去し、セメント混練固化装置を新設

混練機

（注）今後追設予定
新設範囲

固形化
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セメント

ポンプ

ドラム缶

※一部補正（2021年12月17日）
原子力規制委員会審査会合でのコメントを踏まえ、申請をセメント混練固化装置の導入と原子炉

補機冷却系代替冷却装置等の導入に分け、原子炉補機冷却系代替冷却装置等の導入については別途
申請することとした。
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